
委
員
長

田た
な
か中

透と
お
る

総
務
経
済
建
設
常
任
委
員
会

総
務
経
済
建
設
常
任
委
員
会
・
教
育
民
生
常

任
委
員
会
の
審
査
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

常
任
委
員
会

8

助
隊
と
し
て
、
消
防
吏
員
13
名
。

・
令
和
４
年
12
月
︙
高
病
原
性
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
に
か
か
る
防
疫
措

置
業
務
の
従
事
の
た
め
、
三
沢
市
へ

行
政
職
８
名
。

・
令
和
５
年
８
月
︙
大
雨
災
害
に
か
か

る
住
家
被
害
認
定
調
査
業
務
の
支
援

の
た
め
、
秋
田
県
秋
田
市
へ
行
政
職

１
名
。

・
令
和
６
年
１
月
︙
能
登
半
島
地
震
に

か
か
る
罹
災
証
明
書
発
行
業
務
の
支

援
の
た
め
、
富
山
県
射
水
市
へ
行
政

職
１
名
。

・
令
和
７
年
２
月
︙
林
野
火
災
に
か
か

る
緊
急
消
防
援
助
隊
と
し
て
、
岩
手

県
大
船
渡
市
へ
消
防
吏
員
36
名
。

議
案
第
82
号

つ
が
る
市
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
案

　
◎
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す

　
　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
律
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改

　
　
正
を
行
う
た
め
提
案
す
る
。

平ひ
ら
か
わ川

豊ゆ
た
か　
委
員　

Ｑ　
出
張
に
か
か
る
宿
泊
費
の
支
給
方

法
を
定
額
支
給
か
ら
上
限
付
き
の
実
費

支
給
に
改
め
る
と
の
こ
と
だ
が
、
宿
泊

費
基
準
額
の
算
定
方
法
は
。

【
人
事
課
長
】

Ａ　
財
務
省
令
で
定
め
る
都
道
府
県
ご

と
の
基
準
額
に
準
じ
て
規
定
す
る
。

議
案
第
83
号

つ
が
る
市
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　
◎
つ
が
る
市
柏
農
産
物
加
工
セ
ン

　
　
タ
ー
の
設
置
及
び
つ
が
る
市
柏

　
　
農
産
物
加
工
技
術
開
発
セ
ン

　
　
タ
ー
を
廃
止
す
る
た
め
提
案
す
る
。

山や
ま
う
ち内

勝ま
さ
る　
委
員　

Ｑ　

建
設
中
の
柏
農
産
物
加
工
セ
ン

タ
ー
の
施
設
使
用
料
に
つ
い
て
説
明
を
。

【
農
林
水
産
課
長
補
佐
】

議
案
第
81
号

つ
が
る
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　
◎
つ
が
る
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手

　
　
当
に
お
い
て
、
新
た
に
災
害
応

　
　
急
作
業
等
手
当
に
つ
い
て
定
め

　
　
る
た
め
提
案
す
る
。

佐さ
と
う藤

孝た
か
し志　
委
員　

Ｑ　
被
災
地
へ
の
職
員
派
遣
の
実
績
は
。

【
人
事
課
長
】

Ａ　
過
去
５
年
間
の
実
績
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
。

・
令
和
元
年
10
月
︙
台
風
19
号
に
か
か

る
罹
災
証
明
書
発
行
業
務
の
支
援
の

た
め
、
宮
城
県
角
田
市
へ
行
政
職
２

名
。
宮
城
県
丸
森
町
へ
緊
急
消
防
援

Ａ　
新
施
設
の
使
用
料
は
、
既
存
施
設

の
使
用
料
に
電
気
料
金
の
高
騰
に
か
か

る
経
費
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

議
案
第
85
号

つ
が
る
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案

　
◎
火
災
予
防
条
例
︵
例
︶
の
一
部

　
　
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

　
　
行
う
た
め
提
案
す
る
。

天て
ん
さ
か坂

昭し
ょ
う
い
ち市　

委
員　

Ｑ　
本
市
に
お
い
て
大
規
模
な
林
野
火

災
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
は
。

【
予
防
課
長
】

Ａ　
県
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
要
請
し
、

対
応
す
る
。
さ
ら
に
延
焼
拡
大
す
る
場

合
に
は
、
近
隣
消
防
へ
の
応
援
要
請
や

県
消
防
相
互
応
援
協
定
に
よ
る
応
援
要

請
、
緊
急
消
防
援
助
隊
へ
の
応
援
要
請

を
行
い
、
消
火
活
動
を
実
施
す
る
。

議
案
第
90
号

つ
が
る
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
の
件
（
つ
が
る
市
車
力
集
出

荷
貯
蔵
施
設
、
つ
が
る
市
車
力
野
菜
集

出
荷
所
、
つ
が
る
市
車
力
集
出
荷
（
予

冷
）
施
設
、
つ
が
る
市
車
力
野
菜
貯
蔵

第89号－つがる市議会だより
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施
設
及
び
つ
が
る
市
車
力
農
業
用
機
械

格
納
庫
）

　
◎
つ
が
る
市
車
力
集
出
荷
貯
蔵
施

　
　
設
ほ
か
４
施
設
の
指
定
管
理
者

　
　
を
指
定
す
る
た
め
提
案
す
る
。

佐さ

さ

き
々
木　
敬け
い
ぞ
う藏　

副
委
員
長　

Ｑ　
施
設
等
に
不
具
合
は
発
生
し
て
い

な
い
か
。

【
農
林
水
産
課
長
補
佐
】

Ａ　
昭
和
56
年
か
ら
順
次
建
設
し
た
施

設
で
あ
り
、
経
年
に
よ
る
劣
化
が
進
ん

で
い
る
。
令
和
６
年
度
に
屋
根
の
ふ
き

替
え
工
事
を
行
っ
た
ほ
か
、
８
年
度
に

は
冷
蔵
設
備
の
改
修
を
予
定
し
て
い
る
。

議
案
第
92
号

つ
が
る
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
の
件
（
つ
が
る
市
木
造
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
）

　
◎
つ
が
る
市
木
造
農
村
環
境
改
善

　
　
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
指

　
　
定
す
る
た
め
提
案
す
る
。

長は
せ
が
わ
谷
川　
榮え
い
こ子　
委
員　

Ｑ　
利
用
状
況
は
。

【
農
林
水
産
課
長
補
佐
】

Ａ　
次
の
と
お
り
。

議
案
第
86
号

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

関
す
る
条
例
案

　
◎
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

　
　
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
所

　
　
要
の
改
正
を
行
う
た
め
提
案
す
る
。

三み
つ
は
し橋　
あ
さ
み　
委
員　

Ｑ　
市
内
の
保
育
施
設
に
お
い
て
、
虐

待
と
認
め
ら
れ
る
事
案
が
発
生
し
た
場

合
の
市
民
へ
の
公
表
方
法
は
。

【
子
育
て
健
康
課
長
】

Ａ　
こ
ど
も
家
庭
庁
が
示
す
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
従
い
、
虐
待
の
状
況
や
講
じ
た

措
置
、
施
設
の
種
類
等
に
つ
い
て
、
県

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

議
案
第
87
号

つ
が
る
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
案

　
◎
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の

　
　
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

　
　
に
よ
る
児
童
福
祉
法
の
改
正
に

　
　
伴
い
、
本
市
に
お
け
る
乳
児
等

　
　
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運

　
　
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
た

　
　
め
提
案
す
る
。

平ひ
ら
た田　

浩こ
う
す
け介　

委
員　

Ｑ　
令
和
８
年
度
か
ら
す
べ
て
の
自
治

体
で
実
施
が
必
須
と
な
る
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
（
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
）の
概
要
に
つ
い
て
、詳
細
な
説
明
を
。

【
子
育
て
健
康
課
長
】

Ａ　
保
護
者
の
就
労
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
保
育
所
等
に
通
っ
て
い
な
い
０
歳

６
カ
月
～
満
３
歳
未
満
の
子
ど
も
が
時

間
単
位
で
通
園
で
き
る
制
度
で
あ
り
、

利
用
上
限
は
１
人
あ
た
り
月
10
時
間
。

子
ど
も
同
士
で
遊
ば
せ
た
い
場
合
や
子

育
て
の
悩
み
を
相
談
し
た
い
場
合
、
子

ど
も
を
預
け
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
い

場
合
な
ど
に
利
用
で
き
る
。

議
案
第
88
号

つ
が
る
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　
◎
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一

　
　
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

　
　
を
行
う
た
め
提
案
す
る
。

野の

ろ呂　
司つ
か
さ　
委
員　

Ｑ　
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
開
催

状
況
等
に
つ
い
て
、
詳
細
な
説
明
を
。

【
子
育
て
健
康
課
長
】

Ａ　
会
議
は
９
名
の
委
員
で
組
織
さ
れ

て
お
り
、
年
２
回
ほ
ど
開
催
し
て
い
る
。

現
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
令
和
６

年
３
月
25
日
～
令
和
８
年
３
月
24
日
ま

で
の
２
年
間
で
あ
る
。

議
案
第
93
号

つ
が
る
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
の
件
（
つ
が
る
市
稲
垣
体
育

館
）

 

委
員
長

成な
り
た田　
博ひ
ろ
し　

教
育
民
生
常
任
委
員
会

件数 人数

令　和
４年度 461件 4,948人

令　和
５年度 525件 2,095人

令　和
６年度 567件 7,362人

つがる市議会だより－第89号
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◎
つ
が
る
市
稲
垣
体
育
館
の
指
定

　
　
管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
提
案

　
　
す
る
。

齊さ
い
と
う藤　

渡わ
た
る　

委
員　

Ｑ　
令
和
６
年
度
に
森
田
、
稲
垣
、
車

力
地
区
の
３
体
育
セ
ン
タ
ー
が
解
体
さ

れ
た
。
削
減
さ
れ
た
経
費
は
い
く
ら
か
。

【
社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課
長
】

Ａ　
光
熱
水
費
と
し
て
、
年
間
２
４
６

万
１
千
円
の
経
費
削
減
が
図
ら
れ
た
。

※
令
和
５
年
度
決
算
を
も
と
に
算
出

議
案
第
94
号

つ
が
る
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
の
件
（
つ
が
る
市
牛
潟
公
民

館
）

　
◎
つ
が
る
市
牛
潟
公
民
館
の
指
定

　
　
管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
提
案

　
　
す
る
。

秋あ
き
た
や
田
谷　
建た
て
ゆ
き幸　
委
員　

Ｑ　
利
用
状
況
は
。

【
社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課
長
】

Ａ　
令
和
６
年
度
の
実
績
は
３
２
４
団

体
、
３
２
０
８
名
で
あ
り
、
町
内
会
や

土
地
改
良
区
の
ほ
か
、
民
間
事
業
者
に

も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

指定管理者の指定について　(議案第89号～95号)
管理を行わせる公の施設の名称 指定管理者となる団体の名称 指定期間

つがる市三ツ館コミュニティセンター
「はすの館」

三ツ館常会
令和８年４月１日から
令和13年３月31日まで

つがる市車力集出荷貯蔵施設
つがる市車力野菜集出荷所
つがる市車力集出荷(予冷)施設
つがる市車力野菜貯蔵施設
つがる市車力農業用機械格納庫

一般社団法人
屏風山野菜振興会

令和８年４月１日から
令和13年３月31日まで

つがる市木造農産物加工センター
公益社団法人
つがる市シルバー人材センター

令和８年４月１日から
令和11年３月31日まで

つがる市木造農村環境改善センター
公益社団法人
つがる市シルバー人材センター

令和８年４月１日から
令和11年３月31日まで

つがる市稲垣体育館
特定非営利活動法人
つがる市スポーツ協会

令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

つがる市牛潟公民館 地縁団体牛潟町内会
令和８年４月１日から
令和13年３月31日まで

つがる市立養護老人ホーム
ぎんなん荘

社会福祉法人
つがる市社会福祉協議会

令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

　指定管理者制度とは、市民の皆さまの健康や福祉のために市が設置している公共施設（文化施
設や福祉施設、体育施設など）の管理・運営を民間事業者等の団体に行ってもらうことにより、市民サー
ビスの向上や経費節減を図る制度です。

第89号－つがる市議会だより


